
船舶事故調査報告書 

令和８年４月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和６年４月８日 ０７時３１分頃 

発生場所 千葉県木更津市中島地先東京湾海ほたる（木更津人工島）北東方沖 

 東京湾アクアライン海ほたるＤ灯標から真方位０６８°１.８海里

（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３５°２８.７′ 東経１３９°５４.５′） 

事故の概要  液化ガスばら積船第二十八日
にっ

興
こう

丸は、北東進中、また、引船兼警戒

船第二十七葵
あおい

丸は、台船 US３５１１と引船列を構成して北西進中、

第二十八日興丸と US３５１１とが衝突した。 

事故調査の経過 令和６年４月２６日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 液化ガスばら積船 第二十八日興丸、５３４トン 

   １４３４１８、林船舶株式会社（Ａ社） 

Ｂ 引船兼警戒船 第二十七葵丸、９.７トン 

２３２－１１８６２神奈川、有限会社上原船舶（Ｂ社） 

Ｃ 台船 US３５１１、総トン数不詳（全長３５ｍ） 

   なし、内海船舶有限会社 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、四級（航海） 

  航海士Ａ、四級（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ バルバスバウに凹損及び擦過傷 

Ｂ なし 

Ｃ 左舷中央部外板に亀裂及び凹損 

 気象・海象 気象：天気 霧、風 なし、視程 約１００ｍ 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の初期、潮流 南西流 

千葉県袖ケ浦市には、令和６年４月７日１６時１０分に濃霧注意報

が発表され、本事故時も継続中であった。 

 事故の経過 

 

 

 

 

 

 

 

 Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか４人が乗り組み、霧によって視程

が約１００ｍに制限される中、令和６年４月８日０７時２０分頃、千

葉県千葉港千葉第４区姉ヶ崎の企業桟橋に向けて東京湾海ほたる（木

更津人工島）東北東方沖の錨地から法定灯火を表示して出発した。 

船長Ａは、出発前、船舶代理店から桟橋前は霧がないとの連絡を受

け、桟橋に近づけば霧が晴れる見込みであり、霧が晴れればふだんど

おり自ら操舵して入港する予定であったので、操舵を交替するまでも

ないと判断し、操舵室中央の操舵装置の前に立って手動操舵に当たっ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

た。 

船長Ａは、操舵装置の左舷側に２台並んで設置されたレーダーのう

ち左側のレーダーを３Ｍレンジ、右側のレーダーを１.５Ｍレンジに

設定して航海士Ａをレーダーで見張りに当たらせ、別の乗組員２人を

右舷側ウイングに配置して目視による見張りに当たらせていた。 

Ａ船は、約８ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で北東

進中、船長Ａ及び航海士Ａがレーダー画面でＣ船をえい
．．

航したＢ船

（以下「Ｂ船引船列」という。）の映像を左舷船首方に認め、レー

ダーのＴＴ機能*1でＢ船引船列を捕捉し、動静を監視した。 

船長Ａは、Ｂ船引船列の映像がＡ船の船首方を左方から右方に向け

て斜めに交差するような位置関係であり、著しく接近するおそれが

あったので、Ａ船を左に変針させて再び元の針路に戻せば互いに右舷

を対して安全に通過できると思い、０７時２９分頃、左に変針してＡ

船を北北東進させた。 

船長Ａは、間もなくレーダー画面の映像の船舶（Ｂ船引船列）と安

全に通過する位置関係になったと思い、０７時３０分頃、Ａ船を右に

変針して再び北東進させた。 

レーダーで監視をしていた航海士Ａは、Ａ船が北東進を開始した

後、船長Ａと同様、Ａ船がレーダー画面の映像の船舶（Ｂ船引船列）

と安全に通過する態勢になったと思い、その動静を継続的に監視する

ことなく、船首方２～３Ｍ付近に認めた反航船の動静に注意を向けて

いた。 

船長Ａは、操舵を続けてＡ船を北東進させていたところ、船首方約

１００ｍの霧の中にＢ船引船列を認め、左舵を取って主機の操縦ハン

ドルを後進一杯に操作したものの、０７時３１分頃、Ａ船のバルバス

バウ先端部とＣ船の左舷中央部とが衝突した。 

船長Ａは、後進を続けてＡ船をＣ船から離し、海ほたる北東方沖に

投錨後、本事故の発生を海上保安庁へ通報し、また、船舶代理店及び

Ａ社へ連絡した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、法定灯火を表示し、Ｂ船から長

さ約６０ｍのえい
．．

航索を伸ばして作業員１人を乗せたＣ船の船首部に

取って全長約１００ｍのＢ船引船列を構成し、０６時４０分頃、京浜

港横浜第３区大黒ふ頭に向けて千葉港千葉第４区南袖の岸壁を出発し

た。 

船長Ｂは、霧によって視界が制限される中、東京湾アクアラインの

橋脚間を通過しようと約６kn の速力で南西進中、１Ｍレンジに設定し

たレーダー画面で船首方約１.０ＭにＡ船の映像を認め、同映像が反

 
*1 「ＴＴ（Target Tracking）機能」とは、レーダー画面上で周囲の他船等（ターゲット）を指定すれば、自動的に

追跡（トラッキング）し、過去数分の移動の傾向から針路、速力、また、自船との相対的な移動の関係、ＣＰＡや

ＴＣＰＡ等を計算して、レーダー画面上に表示する機能をいう。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

航していて、著しく接近する状況であったので、間もなく、Ａ船と互

いに左舷を対して通過しようと思い、Ｂ船引船列を右に約９０°変針

して北西進させた。 

船長Ｂは、Ａ船がＢ船引船列の船尾方を通過すると思い、操船を続

けていたところ、左舷上方にＡ船のマストを認め、同時にＣ船に乗っ

ていた作業員から左舷側に船が見えるとの報告をトランシーバーで受

けて右舵を取ったものの、Ｃ船とＡ船とが衝突した。 

船長Ｂは、Ｃ船の損傷を確認した後、Ｂ社へ本事故の発生を通報し

た。 

船長Ａは、Ｂ船の船名が分からなかったので、国際ＶＨＦ無線電話

装置（以下「ＶＨＦ」という。）を使用しなかった。また、霧中信号

を行うことを忘れていた。 

Ｂ船は、ＶＨＦ、霧中信号を自動で吹鳴する自動信号装置及びＡＩ

Ｓ送受信機を備えていなかった。また、船長Ｂは、レーダー及び目視

による見張りと操船に意識を集中していたので、手動で霧中信号を行

う余裕がなかった。 

（図１ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 航行経路図 

 

 

 

視界制限状態時の航法等

に係る海上衝突予防法

（昭和５２年６月１日法

海上衝突予防法第１９条及び第３５条には、視界制限状態における

航法及び同状態において行うべき音響信号について規定されており、

同法第１９条第４項及び第５項は、以下のとおりである。 

※Ａ船及びＢ船以外は０７時２０分から０７時３１分までの状況を示す。 

航跡を伴わない船形は停泊船を示す。 

Ａ船及びＢ船の船位は１分刻み。 

Ｂ船引船列 

（点はＢ船の位置） 
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律第６２号）の規定に関

する情報 

第１９条 

４ 他の船舶の存在をレーダーのみにより探知した船舶は、当該他の

船舶に著しく接近することとなるかどうか又は当該他の船舶と衝突

するおそれがあるかどうかを判断しなければならず、また、他の船

舶に著しく接近することとなり、又は他の船舶と衝突するおそれが

あると判断した場合は、十分に余裕のある時期にこれらの事態を避

けるための動作をとらなければならない。 

５ 前項の規定による動作をとる船舶は、やむを得ない場合を除き、

次に掲げる針路の変更を行つてはならない。 

一 他の船舶が自船の正横より前方にある場合（当該他の船舶が自

船に追い越される船舶である場合を除く。）において、針路を左

に転じること。 

二 （略） 

分析 (1) Ａ船について 

① 船長Ａは、霧による視界制限状態（視程が約１００ｍ）の

中、レーダーで南西進するＢ船引船列を認め、著しく接近する

おそれがあったものの、早めに左に変針すれば、Ｂ船引船列と

は安全な距離をとれるものと臆断したものと考えられる。 

② 船長Ａ及び航海士Ａは、Ａ船を左に変針させた後、レーダー

でＢ船引船列との相対位置関係を測定していたものの、自船と

安全な距離を保ちながら通過できるものと臆断したことから、

船長Ａは、Ｂ船引船列が自船の正横を完全に通過する前に早計

に舵を戻したものと考えられる。また、航海士Ａは、その後、

他船の動静に注意を向けて、Ｂ船引船列の継続監視を行ってい

なかったものと考えられる。 

   Ａ船は、本事故前、小刻みに左転、右転を繰り返し、大幅に

変針することがなかったことから、Ｂ船ではＡ船の動静を把握

するのが困難であった可能性があると考えられる。 

③ Ａ船は、速力が約８kn であったことから、衝突の危険性が高

まった場合に、直ちに停止することが困難であった可能性があ

ると考えられる。 

④ ①～③から、Ａ船がＢ船引船列を避航後、Ｂ船引船列との距

離が約１００ｍとなって目視できる状況になるまで、航海士Ａ

の船長Ａに対するＢ船引船列の動静の報告が遅れるとともに船

長Ａの避航動作が遅れ、Ａ船はＣ船と衝突したものと考えられ

る。 

(2) Ｂ船について 

 ① 船長Ｂは、霧による視界制限状態（視程が約１００ｍ）の

中、レーダーで北東進するＡ船を認め、Ｂ船引船列がＡ船と著

しく接近するおそれがあったことから、海上衝突予防法で定め



る航法に従って、避航動作がＡ船で明確に認識できるよう右に

大きく変針したものと考えられる。 

② 船長Ｂは、Ａ船とＢ船との間の距離が約１ＭになってＡ船を

レーダーで確認したものの、図１から、直ちに避航動作をとっ

ていなかったものと考えられる。 

③ (1)、①及び②から、Ｂ船引船列とＡ船とが互いに接近し続

け、Ｃ船はＡ船と衝突したものと考えられる。 

原因 本事故は、霧によって視程が約１００ｍに制限される状況下、Ａ船

が北東進中、Ｂ船引船列が南西進中、船長Ａが、Ｂ船引船列をレー

ダーで認めた後、明確な避航動作をとらず、継続的な見張りを行わな

かったため、また、船長Ｂが、Ａ船をレーダーで認めた後、右に約

９０°変針したものの時機が遅れたため、Ａ船とＢ船引船列とが互い

に接近し、Ａ船とＣ船とが衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、視界制限状態において、他船に著しく接近したり、衝突

したりするおそれがある場合は、早めにかつ大幅に避航動作をと

るとともに衝突の危険が完全に無くなるまで継続的に動静監視を

行うこと。 

 ・船長は、視界制限状態において、レーダーで前方に他の船舶を認

めた場合には、やむを得ない場合を除いて、針路を左に転じない

こと。 

 ・船長は、視界制限状態において、港内等船舶交通が多い海域を航

行する場合には、見張りを行う者を増やすなど、周辺の船舶の動

静監視を強化すること。 

 ・船長は、視界制限状態の場合には、積極的にＶＨＦを活用し、接

近する他船との間で意思疎通を図ること。 

 ・船長は、視界制限状態において、航行又は錨泊させる場合には、

霧中信号を行うこと。 

 


